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認定第１号 

 

   平成29年度可児市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

 平成29年度可児市一般会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて、別冊のとおり認

定に付する。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定第２号 

 

   平成29年度可児市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 平成29年度可児市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付け

て、別冊のとおり認定に付する。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 
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認定第３号 

 

   平成29年度可児市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 平成29年度可児市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて、

別冊のとおり認定に付する。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定第４号 

 

   平成29年度可児市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 平成29年度可児市介護保険特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて、別冊の

とおり認定に付する。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 
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認定第５号 

 

   平成29年度可児市自家用工業用水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 平成29年度可児市自家用工業用水道事業特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付

けて、別冊のとおり認定に付する。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定第６号 

 

平成29年度可児市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 平成29年度可児市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付け

て、別冊のとおり認定に付する。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 
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認定第７号 

 

平成29年度可児市可児駅東土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 

 平成29年度可児市可児駅東土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見

を付けて、別冊のとおり認定に付する。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定第８号 

 

平成29年度可児市土田財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 平成29年度可児市土田財産区特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて、別冊

のとおり認定に付する。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 
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認定第９号 

 

   平成29年度可児市北姫財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 平成29年度可児市北姫財産区特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて、別冊

のとおり認定に付する。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定第10号 

 

   平成29年度可児市平牧財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 平成29年度可児市平牧財産区特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて、別冊

のとおり認定に付する。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 
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認定第11号 

 

   平成29年度可児市二野財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 平成29年度可児市二野財産区特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて、別冊

のとおり認定に付する。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定第12号 

 

   平成29年度可児市大森財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 平成29年度可児市大森財産区特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて、別冊

のとおり認定に付する。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 
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認定第13号 

 

平成29年度可児市水道事業会計決算認定について 

 

 平成29年度可児市水道事業会計決算を、監査委員の意見を付けて、別冊のとおり認定に

付する。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定第14号 

 

平成29年度可児市下水道事業会計決算認定について 

 

 平成29年度可児市下水道事業会計決算を、監査委員の意見を付けて、別冊のとおり認定

に付する。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 
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議案第46号 

 

平成30年度可児市一般会計補正予算（第２号）について 

 

 平成30年度可児市一般会計補正予算（第２号）を別冊のとおり定める。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第47号 

 

平成30年度可児市介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

 

 平成30年度可児市介護保険特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり定める。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 
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議案第48号 

 

平成30年度可児市可児駅東土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 

平成30年度可児市可児駅東土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）を別冊のとお

り定める。 

 

平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第49号 

 

平成30年度可児市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

平成30年度可児市下水道事業会計補正予算（第１号）を別冊のとおり定める。 

 

平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 
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議案第50号 

 

可児市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

 

可児市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正す

る条例を次のとおり制定する。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

記 

 

可児市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一

部を改正する条例 

 

可児市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例（平成28年可児

市条例第11号）の一部を次のように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地域再生法（平成17

年法律第24号。以下「法」という。）第

５条第４項第５号の地方活力向上地域に

おいて、法第17条の２第１項に規定する

地方活力向上地域特定業務施設整備計画

（以下「整備計画」という。）について

同条第３項の規定により認定を受け、当

該整備計画に従って法第５条第４項第５

号に規定する特定業務施設を新設し、又

は増設した者に係る固定資産税の特例を

定めるものとする。 

第１条 この条例は、地域再生法（平成17

年法律第24号。以下「法」という。）第

５条第４項第５号イの地方活力向上地域

において、法第17条の２第１項に規定す

る地方活力向上地域等特定業務施設整備

計画（以下「整備計画」という。）につ

いて同条第３項の規定により認定を受

け、当該整備計画に従って法第５条第４

項第５号に規定する特定業務施設を新設

し、又は増設した者に係る固定資産税の

特例を定めるものとする。 

  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第51号 

 

可児市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

 

可児市印鑑条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

記 

 

可児市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

可児市印鑑条例（昭和50年可児町条例第17号）の一部を次のように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

  

（印鑑登録原票） （印鑑登録原票） 

第６条 市長は、第４条第１項の規定によ

る印鑑登録原票に印影のほか、当該登録

申請者に係る次に掲げる事項を登録する

ものとする。 

第６条 市長は、第４条第１項の規定によ

る印鑑登録原票に印影のほか、当該登録

申請者に係る次に掲げる事項を登録する

ものとする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 男女の別  

(6) （略） (5) （略） 

(7) （略） (6) （略） 

(8) （略） (7) （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（印鑑登録証明書） （印鑑登録証明書） 

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票

に登録されている印影の写し（印鑑登録

原票に登録されている印影を光学画像読

取装置（これに準ずる方法により一定の

画像を正確に読み取ることができる機器

を含む。）により読み取って磁気ディス

クに記録したものに係るプリンターから

の打出しを含む。以下同じ。）について

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票

に登録されている印影の写し（印鑑登録

原票に登録されている印影を光学画像読

取装置（これに準ずる方法により一定の

画像を正確に読み取ることができる機器

を含む。）により読み取って磁気ディス

クに記録したものに係るプリンターから

の打出しを含む。以下同じ。）について
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市長が証明するものとし、併せて次に掲

げる事項を記載するものとする。 

市長が証明するものとし、併せて次に掲

げる事項を記載するものとする。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

(3) 男女の別  

(4) （略） (3) （略） 

(5) （略） (4) （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年12月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の可児市印鑑条例第６条第１項の規定は、この条例の施行の日

以後の申請に係る印鑑の登録から適用し、同日前の申請に係る印鑑の登録については、

なお従前の例による。 
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議案第52号 

 

可児市市民公益活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

可児市市民公益活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次の

とおり制定する。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

記 

 

可児市市民公益活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 

 

可児市市民公益活動センターの設置及び管理に関する条例（平成17年可児市条例第75

号）の一部を次のように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

  

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第３条 センターの名称及び位置は、次の

とおりとする。 

第３条 センターの名称及び位置は、次の

とおりとする。 

名称 位置 

可児市市民公益

活動センター 

可児市下恵土5166番地１ 

 

名称 位置 

可児市市民公益

活動センター 

可児市広見一丁目５番地 

 

  

附 則 

この条例は、平成31年５月１日から施行する。 
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議案第53号 

 

可児市土地改良事業等に関する分担金等徴収条例の一部を改正する条例の制

定について 

 

可児市土地改良事業等に関する分担金等徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり制

定する。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

記 

 

可児市土地改良事業等に関する分担金等徴収条例の一部を改正する条例 

 

可児市土地改良事業等に関する分担金等徴収条例（平成16年可児市条例第21号）の一部

を次のように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、別表に掲げる事業

（以下「事業」という。）の費用に充て

るため、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第224条、土地改良法（昭和24年法

律第195号。以下「法」という。）第91

条第３項及び法第96条の４において準用

する法第36条の規定に基づき分担金を徴

収すること並びに法第91条の２第１項及

び法第96条の４において準用する法第36

条の２の規定に基づき特別徴収金を徴収

することについて、必要な事項を定める

ものとする。 

第１条 この条例は、別表に掲げる事業

（以下「事業」という。）の費用に充て

るため、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第224条、土地改良法（昭和24年法

律第195号。以下「法」という。）第91

条第３項及び法第96条の４において準用

する法第36条の規定に基づき分担金を徴

収すること並びに法第91条の２第１項及

び法第96条の４において準用する法第36

条の３の規定に基づき特別徴収金を徴収

することについて、必要な事項を定める

ものとする。 

  

附 則 

この条例は、平成31年４月１日から施行する。 
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議案第54号 

 

固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 次の者を可児市固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、議会の同意を求め

る。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

記 

 

氏   名 住        所 

加藤 幸治 可児市徳野南一丁目155番地３ 
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議案第55号 

 

教育委員会委員の任命について 

 

 次の者を可児市教育委員会の委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

記 

 

氏   名 住        所 

丹羽 千明 可児市今渡1573番地 
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議案第56号 

 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

記 

 

氏   名 住        所 

可児 一惠 可児市土田2312番地 
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議案第57号 

 

他の地方公共団体の公の施設の相互利用に関する協議について 

 

次のとおり可児市及び多治見市の公の施設を相互の住民に利用させるものとする。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

記 

 

１ 公の施設の名称 

可児市及び多治見市の公共下水道施設 

２ 目的 

可児市下切、大森及び松伏二丁目並びに多治見市姫町一丁目から姫町七丁目までに

おける市の境界付近の住民の汚水処理を行うため。 

３ 使用料等の経費負担及び利用の条件 

それぞれの公共下水道施設を設置した市の条例、規則その他の規程に定めるところ

による。 
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議案第58号 

 

平成29年度可児市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

 平成29年度可児市水道事業会計未処分利益剰余金465,870,897円のうち384,283,404円を

資本金に組入れ、81,587,493円を建設改良積立金に積立てる。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 
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議案第59号 

 

平成29年度可児市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

 平成29年度可児市下水道事業会計未処分利益剰余金547,682,975円を減債積立金に積立て

る。 

 

  平成30年８月22日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

 

 


